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設計業務共通仕様書 

第１編 共通編 

第１章 総則 

 

第 1117条 成果品の提出 

１～３．省略 

４．受注者は、「工事及び設計等業務における電子納品実施要領（山口県土

木建築部）及び当該要領に基づき適用する電子納品に関する要領・基準、

ガイドライン（国土交通省）」（以下「要領等」という。）に基づいて作

成した電子データを、電子媒体又は発注者が指定するオンライン電子納品

システムで提出するものとする。 

「要領等」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議のうえ決定

するものとする。 

 

 

 

 

第 1119条 検査 

１．省略 

２．発注者は、設計業務等の検査に先立って受注者に対して検査日を連絡す

るものとする。この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等

を整備するとともに、屋外で行う検査においては、必要な人員及び機材を

準備し、提供しなければならない。この場合検査に要する費用は受注者の

負担とする。 

３．検査職員は、監督職員及び管理技術者の立会の上、次の各号に掲げる検

査を行うものとする。 

（１）設計業務等成果品の検査 

（２）設計業務等管理状況の検査 

設計業務等の状況について、電子データ等により検査を行う。 

なお、電子納品の検査時の対応については「要領等」に基づくものと

する。 

 

 

 

 

 

設計業務共通仕様書 

第１編 共通編 

第１章 総則 

 

第 1117条 成果品の提出 

１～３ 省略 

４．受注者は、「土木設計業務等の電子納品要領（山口県土木建築部・平成 29

年 3 月）」（以下「要領」という。）に基づいて作成した電子データにより

成果品を提出するものとする。 

 

 

「要領」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議のうえ決定す

るものとする。 

なお、電子納品に対応するための措置については「電子納品に関する手引

き［業務委託編］（山口県土木建築部・平成 29 年 3 月）」に基づくものと

する。 

 

第 1119条 検査 

１．省略 

２．発注者は、設計業務等の検査に先立って受注者に対して検査日を通知する

ものとする。この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整

備するとともに、屋外で行う検査においては、必要な人員及び機材を準備し、

提供しなければならない。この場合検査に要する費用は受注者の負担とす

る。 

３．検査職員は、監督職員及び管理技術者の立会の上、次の各号に掲げる検査

を行うものとする。 

（１）設計業務等成果品の検査 

（２）設計業務等管理状況の検査 

設計業務等の状況について、書類、記録及び写真等により検査を行う。 

なお、電子納品の検査時の対応については「電子納品に関する手引き

［業務委託編］（山口県土木建築部・平成 29 年 3 月）」に基づくものと

する。 
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第 1131条 個人情報の取扱い 

１．基本的事項 

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処

理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害する

ことのないよう、個人情報の保護に関する法律（平成 15年 5月 30日法律

第 57号）、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する

法律（平成 25 年法律第 27 号）等関係法令に基づき、次に示す事項等の個

人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の適切な

管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 

 

２～11．省略 

 

第 1135条 屋外で作業を行う時期及び時間の変更 

１．省略 

２．受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない

場合で、休日等又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を監督職員に連絡

しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1131条 個人情報の取扱い 

１．基本的事項 

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理

するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害すること

のないよう、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年 5 月 30 日法律第 57

号）、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成 15年 5月 30

日法律第 58 号）、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に

関する法律（平成 25 年法律第 27 号）等関係法令に基づき、次に示す事項

等の個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の適

切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 

２～11．省略 

 

第 1135条 屋外で作業を行う時期及び時間の変更 

１．省略 

２．受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない

場合で、休日等又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を監督職員に提出

しなければならない。 
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（参考）主要技術基準及び参考図書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）主要技術基準及び参考図書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 業務委託共通仕様書新旧対照表 

-4- 

新（R06.10.1） 旧（R05.10.1） 
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第２編 河川編 

第１章 河川環境調査 

第４節 成果品 

第 2121条 成果品 

1．環境影響評価 

受注者は、表２.１.１に示す成果品を作成し、第 1117条成果品の提出に従

い納品するものとする。 

 

第２章 河川調査・計画 

第 13節 成果品  

第 2221 条 成果品  

受注者は、以下に示す成果品を作成し、第 1117条成果の提出に従い納品す

るものとする。 

 

第３章 河川構造物設計 

第９節 成果品  

第 2323 条 成果品 

受注者は、表 2.3.1、表 2.3.2 に示す成果品を作成し、第 1117条成果品の

提出に従い納品するものとする。 

 

第３編 海岸編 

第１章 海岸構造物設計 

第１１節 成果品 

第 3136条 成果品 

受注者は、表 3.1.1、表 3.1.2に示す成果品を作成し、第 1117条成果品の

提出に従い納品するものとする。 

 

第４編 砂防及び地すべり対策編 

第１章 砂防環境調査 

第５節 成果品及び貸与資料 

第 4111条 成果品 

受注者は、成果品を作成し第 1117条成果品の提出に従い納品するものとす

る。 

 

 

 

第２編 河川編 

第１章 河川環境調査 

第４節 成果品 

第 2121条 成果品 

1．環境影響評価 

受注者は、表２.１.１に示す成果品を作成し、第1117条成果品の提出に従

い、２部納品するものとする。 

 

第２章 河川調査・計画 

第 13節 成果品  

第 2221 条 成果品  

受注者は、以下に示す成果品を作成し、第 1117条成果の提出に従い、２部

納品するものとする。 

 

第３章 河川構造物設計 

第９節 成果品  

第 2323 条 成果品 

受注者は、表2.3.1、表2.3.2 に示す成果品を作成し、第1117条成果品の提

出に従い、２部納品するものとする。 

 

第３編 海岸編 

第１章 海岸構造物設計 
第１１節 成果品 

第 3136条 成果品 

受注者は、表 3.1.1、表 3.1.2 に示す成果品を作成し、第 1117 条成果品の提

出に従い、2 部納品するものとする。 

 

第４編 砂防及び地すべり対策編 

第１章 砂防環境調査 

第５節 成果品及び貸与資料 
第 4111条 成果品 

受注者は、成果品を作成し第 1117 条成果品の提出に従い、２部納品するも

のとする。 
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第２章 砂防調査・計画 

第４節 成果品 

第 4212条 成果品 

受注者は、以下に示す成果品を作成し、第 1117条成果品の提出に従い納品

するものとする。 

 

第３章 砂防構造物設計 
第２節 砂防堰堤及び床固工の設計 
第 4304条 砂防堰堤及び床固工詳細設計 

1．省略 

2．業務内容 

(1)～(4) 省略 

(5) 施工計画及び仮設構造物設計 

1) 施工計画 

受注者は、設計図書に基づき、施工方法、施工順序を考慮し、概略

施工計画（掘削計画、現場内道路、コンクリート打設計画）及び概略

資材運搬方法を立案するものとする。なお、施工計画書には、環境対

策等の設計と不可分な施工上の留意点について取りまとめ、記載する

ものとする。 

2) 仮設構造物設計 

受注者は、設計図書に基づき、工事施工に必要な概略設計（河川切

り回し計画、仮排水路の転流工）を行うものとする。 

 

第４節 土石流対策工及び流木対策工の設計 

第 4312条 流木対策工詳細設計 

1．省略 

2．業務内容 

(1)～(4) 省略 

(5) 施工計画及び仮設構造物設計 

1) 施工計画                                                    

受注者は、施工方法、施工順序を考慮し、概略施工計画（掘削計画、

現場内道路、コンクリート打設計画）を立案するものとする。なお、

施工計画書には、環境対策等の設計と不可分な施工上の留意点につい

て取りまとめ、記載するものとする。  

2) 仮設構造物設計                                              

 

第２章 砂防調査・計画 

第４節 成果品 
第 4212条 成果品 

受注者は、以下に示す成果品を作成し、第 1117 条成果品の提出に従い、２

部納品するものとする。 

 

第３章 砂防構造物設計 
第２節 砂防堰堤及び床固工の設計 
第 4304条 砂防堰堤及び床固工詳細設計 

1．省略 

2．業務内容 

(1)～(4) 省略 

(5) 施工計画及び仮設構造物設計 

1) 施工計画 

受注者は、設計図書に基づき、施工方法、施工順序を考慮し、掘削

計画、現場内道路、コンクリート打設計画の概略施工計画及び資材運

搬方法を立案するものとする。なお、施工計画書には、環境対策等の

設計と不可分な施工上の留意点について取りまとめ、記載するものと

する。 

2) 仮設構造物設計 

受注者は、設計図書に基づき、工事施工に必要な河川切り回し計画、

仮排水路の転流工の概略設計を行うものとする。 

 

第４節 土石流対策工及び流木対策工の設計 

第 4312条 流木対策工詳細設計 

1．省略 

2．業務内容 

(1)～(4) 省略 

(5) 施工計画及び仮設構造物設計 

1) 施工計画                                                    

受注者は、施工方法、施工順序を考慮し、掘削計画、現場内道路お

よびコンクリート打設計画の概略施工計画を立案するものとする。な

お、施工計画書には、環境対策等の設計と不可分な施工上の留意点に

ついて取りまとめ、記載するものとする。  

2) 仮設構造物設計                                              
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受注者は、工事施工に必要な概略設計（河川切り回し計画、仮排水

路の転流工）を行うものとする。 

 

第７節 成果品 

第 4319条 成果品 

受注者は、以下に示す成果品を作成し第 1117 条成果品の提出に従い納品す

るものとする。 

 

第４章 地すべり対策調査・計画・設計 

第５節 成果品 

第 4410条 成果品 

受注者は、以下に示す成果品を作成し第 1117 条成果品の提出に従い納品す

るものとする。 

 

第５章 急傾斜地対策調査・計画・設計 

第５節 成果品 

第 4510条 成果品 

受注者は、以下に示す成果品を作成し第 1117 条成果品の提出に従い納品す

るものとする。 

 

第６章 雪崩対策調査・計画・設計 

第５節 成果品 

第 4609条 成果品 

受注者は、以下に示す成果品を作成し、第 1117 条成果品の提出に従い納品

するものとする。 

 

第５編 ダム編 

第１章 ダム環境調査 

第４節 成果品 

第 5120条 成果品 

1．環境影響評価 

受注者は、表 5.1.1 に示す成果品を作成し、第 1117 条成果品の提出に従い

納品するものとする。 

 

 

 

受注者は、工事施工に必要な河川切り回し計画、仮排水路の転流工

の概略設計を行うものとする。 

 

第７節 成果品 

第 4319条 成果品 

受注者は、以下に示す成果品を作成し第 1117 条成果品の提出に従い、２部

納品するものとする。 

 

第４章 地すべり対策調査・計画・設計 

第５節 成果品 

第 4410条 成果品 

受注者は、以下に示す成果品を作成し第 1117 条成果品の提出に従い、２部

納品するものとする。 

 

第５章 急傾斜地対策調査・計画・設計 

第５節 成果品 

第 4510条 成果品 

受注者は、以下に示す成果品を作成し第 1117 条成果品の提出に従い、２部

納品するものとする。 

 

第６章 雪崩対策調査・計画・設計 

第５節 成果品 

第 4609条 成果品 

受注者は、以下に示す成果品を作成し、第 1117 条成果品の提出に従い、２

部納品するものとする。 

 

第５編 ダム編 

第１章 ダム環境調査 

第４節 成果品 

第 5120条 成果品 

1．環境影響評価 

受注者は、表 5.1.1に示す成果品を作成し、第 1117条成果品の提出に従い、

２部納品するものとする。 
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第２章 ダム治水利水計画 

第４節 成果品 

第 5208条 成果品 

受注者は、以下に示す成果品を作成し、第 1117 条成果品の提出に従い納品

するものとする。 

 

第３章 ダム地質調査 

第 13節 成果品 

第 5342条 成果品 

受注者は、表５.３.１に示す成果品を作成し、第 1117 条成果品の提出に従い

納品するものとする。 

 

第４章 ダム本体設計 

第４節 成果品 

第 5410条 成果品 

受注者は、表 5.4.1 に示す成果品を作成し、第 1117 条成果品の提出に従い

納品するものとする。 

 

第５章 ダム付帯施設設計 

第４節 成果品 

第 5508条 成果品 

受注者は、表 5.5.1 に示す成果品を作成し、第 1117 条成果品の提出に従い

納品するものとする。 

 

第６章 施工計画及び施工設備設計 

第４節 成果品 

第 5608条 成果品 

受注者は、表 5.6.1 に示す成果品を作成し、第 1117 条成果品の提出に従い

納品するものとする。 

 

第８章 その他 

第７節 成果品 

第 5812条 成果品 

受注者は、表 5.7.1 に示す成果品を作成し、第 1117 条成果品の提出に従い

納品するものとする。 

 

第２章 ダム治水利水計画 

第４節 成果品 

第 5208条 成果品 

受注者は、以下に示す成果品を作成し、第 1117 条成果品の提出に従い、２

部納品するものとする。 

 

第３章 ダム地質調査 

第 13節 成果品 

第 5342条 成果品 

受注者は、表５.３.１に示す成果品を作成し、第 1117 条成果品の提出に従

い、２部納品するものとする。 

 

第４章 ダム本体設計 

第４節 成果品 

第 5410条 成果品 

受注者は、表 5.4.1 に示す成果品を作成し、第 1117 条成果品の提出に従い 2

部納品するものとする。 

 

第５章 ダム付帯施設設計 

第４節 成果品 

第 5508条 成果品 

受注者は、表 5.5.1 に示す成果品を作成し、第 1117 条成果品の提出に従い、

2 部納品するものとする。 

 

第６章 施工計画及び施工設備設計 

第４節 成果品 

第 5608条 成果品 

受注者は、表 5.6.1 に示す成果品を作成し、第 1117 条成果品の提出に従い、

２部納品するものとする。 

 

第８章 その他 

第７節 成果品 

第 5812条 成果品 

受注者は、表 5.7.1 に示す成果品を作成し、第 1117 条成果品の提出に従い、

２部納品するものとする。 
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第６編 道路編 

第１章 道路環境調査 

第２節 成果品 

第 6110条 成果品 

1．環境影響調査 

受注者は、表 6.1.1 に示す成果品を作成し、第 1117条成果品の提出に従

い納品するものとする。 

 

第２章 交通現況調査 

第７節 成果品 

第 6215条 成果品 

受注者は、表 6.2.1 に示す成果品を作成し、第 1117 条成果品の提出に従い

納品するものとする。 

 

第３章 道路網・路線計画 

第５節 成果品 

第 6305条 成果品 

受注者は、表 6.3.1 に示す成果品を作成し、第 1117 条成果品の提出に従い

納品するものとする。 

 

第４章 道路設計 

第１０節 成果品 

第 6433条 成果品 

受注者は、表 6.4.1～表 6.4.8 に示す成果品を作成し、第 1117 条成果品の

提出に従い納品するものとする。 

 

第５章 地下構造物設計 

第５節 成果品 

第 6517条 成果品 

受注者は、表 6.5.1～表 6.5.12 に示す成果品を作成し、第 1117条成果品の

提出に従い納品するものとする。 

 

第６章 地下駐車場計画・設計 

第５節 成果品 

第 6611条 成果品 

受注者は、表 6.6.1 に示す成果品を作成し、第 1117条成果品の提出に従い

第６編 道路編 

第１章 道路環境調査 

第２節 成果品 

第 6110条 成果品 

1．環境影響調査 

受注者は、表 6.1.1 に示す成果品を作成し、第 1117条成果品の提出に従

い、２部納品するものとする。 

 

第２章 交通現況調査 

第７節 成果品 

第 6215条 成果品 

受注者は、表 6.2.1に示す成果品を作成し、第 1117条成果品の提出に従い、

２部納品するものとする。 

 

第３章 道路網・路線計画 

第５節 成果品 

第 6305条 成果品 

受注者は、表 6.3.1に示す成果品を作成し、第 1117条成果品の提出に従い、

２部納品するものとする。 

 

第４章 道路設計 

第１０節 成果品 

第 6433条 成果品 

受注者は、表 6.4.1～表 6.4.8 に示す成果品を作成し、第 1117 条成果品の

提出に従い、２部納品するものとする。 

 

第５章 地下構造物設計 

第５節 成果品 

第 6517条 成果品 

受注者は、表 6.5.1～表 6.5.12 に示す成果品を作成し、第 1117条成果品の

提出に従い、２部納品するものとする。 

 

第６章 地下駐車場計画・設計 

第５節 成果品 

第 6611条 成果品 

受注者は、表 6.6.1 に示す成果品を作成し、第 1117条成果品の提出に従い、
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納品するものとする。 

 

第７章 トンネル設計 

第６節 成果品 

第 6716条 成果品 

受注者は、表 6.7.1～表 6.7.10 に示す成果品を作成し、第 1117条成果品の

提出に従い納品するものとする。 

 

第８章 橋梁設計 

第５節 成果品 

第 6811条 成果品 

受注者は、表 6.8.1～表 6.8.3に示す成果品を作成し、第 1117条成果品の提

出に従い納品するものとする。 

 

第９章 道路施設点検 

第４節 成果品 

第 6904条 成果品 

受注者は、次の各号について成果品を作成し、第 1117 条成果品の提出に従

い提出するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２部納品するものとする。 

 

第７章 トンネル設計 

第６節 成果品 

第 6716条 成果品 

受注者は、表 6.7.1～表 6.7.10 に示す成果品を作成し、第 1117条成果品の

提出に従い、２部納品するものとする。 

 

第８章 橋梁設計 

第５節 成果品 

第 6811条 成果品 

受注者は、表 6.8.1～表 6.8.3に示す成果品を作成し、第 1117条成果品の提

出に従い、２部納品するものとする。 

 

第９章 道路施設点検 

第４節 成果品 

第 6904条 成果品 

受注者は、次の各号について成果品を作成し、第 1117 条成果品の提出に従

い、２部提出するものとする。 
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測量業務共通仕様書 

第１章 総則 

 

第 119条 成果品の提出 

1．受注者は、測量業務が完了したときは、設計図書に示す成果品を業務

完了報告書とともに提出し、検査を受けるものとする。 

2．受注者は、設計図書に定めがある場合、又は監督職員の指示する場合

は委託期間途中においても、成果品の部分引き渡しを行うものとする。 

3．受注者は、成果品において使用する計量単位は、国際単位系（ＳＩ）

とする。 

4．受注者は、「工事及び設計等業務における電子納品実施要領（山口県

土木建築部）及び当該要領に基づき適用する電子納品に関する要領・基

準、ガイドライン（国土交通省）」（以下「要領等」という。）に基づ

いて作成した電子データを、電子媒体又は発注者が指定するオンライン

電子納品システムで提出するものとする。  

「要領等」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議のう

え、決定するものとする。  

 

 

 

 

第 121条 検査 

1．受注者は、契約書第 30条第１項の規定に基づき、業務完了報告書を発

注者に提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がす

べて完了し、監督職員に提出していなければならない。 

2．発注者は、測量業務の検査に先立って受注者に対して検査日を連絡す

るものとする。この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料

等を整備するとともに、屋外で行う検査においては、必要な人員及び機

材を準備し、提供しなければならない。この場合、検査に要する費用は

受注者の負担とする。 

3．検査職員は、監督職員及び管理技術者の立会の上、次の各号に掲げる

検査を行うものとする。 

(1) 測量業務成果品の検査 

(2) 測量業務管理状況の検査 

測量業務の状況について、書類、記録及び写真等により検査を行う。 

 

測量業務共通仕様書 

第１章 総則 

 

第 119条 成果品の提出 

1．受注者は、測量業務が完了したときは、設計図書に示す成果品を業務

完了報告書とともに提出し、検査を受けるものとする。 

2．受注者は、設計図書に定めがある場合、又は監督職員の指示する場合

は委託期間途中においても、成果品の部分引き渡しを行うものとする。 

3．受注者は、成果品において使用する計量単位は、国際単位系（ＳＩ）

とする。 

4．受注者は、「土木設計業務等の電子納品要領（山口県土木建築部・平

成 29年 3月）及び測量成果電子納品要領（山口県土木建築部・平成 29

年 3月）」（以下「要領」という。）に基づいて作成した電子データに

より成果品を提出するものとする。  

 

「要領」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議のうえ、決

定するものとする。  

なお、電子納品に対応するための措置については「電子納品の手引き

［業務委託編］（山口県土木建築部・平成 29年 3月）」に基づくもの

とする。  

 

第 121条 検査 

1．受注者は、契約書第 30条第１項の規定に基づき、業務完了報告書を発

注者に提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がす

べて完了し、監督職員に提出していなければならない。 

2．発注者は、測量業務の検査に先立って受注者に対して検査日を通知す

るものとする。この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料

等を整備するとともに、屋外で行う検査においては、必要な人員及び機

材を準備し、提供しなければならない。この場合、検査に要する費用は

受注者の負担とする。 

3．検査職員は、監督職員及び管理技術者の立会の上、次の各号に掲げる

検査を行うものとする。 

(1) 測量業務成果品の検査 

(2) 測量業務管理状況の検査 

測量業務の状況について、書類、記録及び写真等により検査を行う。 
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なお、電子納品の検査時の対応については「要領等」に基づくものと

する。 

 

 

第 133条 個人情報の取扱い 

1．基本的事項  

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処

理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害する

ことのないよう、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年 5月 30日法律

第 57 号）、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関す

る法律（平成 25 年法律第 27 号）等関係法令に基づき、次に示す事項等

の個人情報の漏洩、滅失、改ざん又は毀損の防止その他の個人情報の適切

な管理のために必要な措置を講じなければならない。  

 

 

第 137条 屋外で作業を行う時期及び時間の変更 

1．受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められてい

る場合でその時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ監督職員と

協議するものとする。 

2．受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められてい

ない場合で、休日等又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を監督職

員に連絡しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、電子納品の検査時の対応については「電子納品の手引き［業務

委託編］（山口県土木建築部・平成 29年 3月）」に基づくものとす

る。 

 

第 133条 個人情報の取扱い 

1．基本的事項  

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処

理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害する

ことのないよう、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年 5月 30日法律

第 57 号）、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成 15 

年 5月 30日法律第 58 号）、行政手続における特定の個人を識別する番号

の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号）等関係法令に基づき、

次に示す事項等の個人情報の漏洩、滅失、改ざん又は毀損の防止その他の

個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。  

 

第 137条 屋外で作業を行う時期及び時間の変更 

1．受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められてい

る場合でその時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ監督職員と

協議するものとする。 

2．受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められてい

ない場合で、休日等又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した

書面によって監督職員に提出しなければならない。 
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地質・土質調査業務共通仕様書 

第１章 総則 

 

第１１８条 成果品の提出 

１～３．省略 

４．受注者は、「工事及び設計等業務における電子納品実施要領（山口県

土木建築部）及び当該要領に基づき適用する電子納品に関する要領・基

準、ガイドライン（国土交通省）」（以下「要領等」という。）に基づ

いて作成した電子データを、電子媒体又は発注者が指定するオンライン

電子納品システムで提出するものとする。 

「要領等」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議のうえ決

定するものとする。 

 

 

 

５．受注者は機械ボーリングで得られたボーリング柱状図、土質試験結果

一覧表の成果（以下「要領等」という。）について、一般財団法人国土地

盤情報センターの検定を受けた上で、発注者に提出するととともに、国

土地盤情報データベースに登録しなければならない。 

６．受注者は、地盤情報の公開・利用の可否について、「要領等」に基づ

き、事前協議等における発注者の指示に従って成果品データ（ボーリン

グ柱状図（PDF、XML）及び土質試験結果一覧表（PDF、XML））に「公開

可否コード」を記入したうえで、前項の検定の申し込みを行うものとす

る。 

７．受注者は、電子納品の際に、一般財団法人国土地盤情報センターか

ら受領した地盤情報の検定証明書を、「要領等」に規定されている格

納フォルダに格納することをもって、提出する成果が検定済みである

ことを報告するものとする。 

 

第１３２条 個人情報の取扱い 

１．基本的事項 

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を

処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害

することのないよう、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年 5月 30

日法律第 57 号）、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用

 

地質・土質調査業務共通仕様書 

第１章 総則 

 

第１１８条 成果品の提出 

１～３．省略 

４．受注者は、「地質・土質調査成果電子納品要領（山口県土木建築部・

平成 29年 3月）（以下「要領」という。）」に基づいて作成した電子

データにより成果品を提出するものとする。 

 

「要領」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議のうえ決定

するものとする。 

なお、電子納品に対応するための措置については「電子納品に関する

手引き【業務委託編】（山口県土木建築部・平成 29年 3月）」に基づ

くものとする。 

   ５．受注者は機械ボーリングで得られたボーリング柱状図、土質試験結

果一覧表の成果について、別途定める検定に関する技術を有する第三

者機関による検定を受けた上で、発注者に提出するととともに、発注

者が指定する地盤情報データベースに登録しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１３２条 個人情報の取扱い 

１．基本的事項 

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を

処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害

することのないよう、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年 5月 30

日法律第 57 号）、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
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等に関する法律（平成 25年法律第 27号）等関係法令に基づき、次に示

す事項等の個人情報の漏洩、滅失、改ざん又は毀損の防止その他の個人

情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 

 

 

第５０２条 試験等 

１．試験方法及び器具は、JGS 1531「地盤の指標値を求めるためのプレッシ

ャーメータ試験」及び JGS 3532「ボアホールジャッキ試験」によるもの

とする。 

 

２～３．省略 

 

第５０３条 成果品 

成果品は、次のものを提出するものとする。 

（１）試験箇所、試験方法、地盤状況、測定値 

（２）荷重強度－変位曲線 

（３）地盤の変形係数 

（４）試験の結果は、地盤工学会記録用紙、報告書用紙の JGS 1531「地盤

の指標値を求めるためのプレッシャーメータ試験」及び JGS 3532「ボ

アホールジャッキ試験」により整理し提出するものとする。   

 

                                             

第２節 地盤の平板載荷試験  
第５０５条 試験等 

試験方法及び試験装置・器具は以下のとおりとする。 

（１）地盤の平板載荷試験は、JGS1521（平板載荷試験方法）によるものと

する。 

（２）道路の平板載荷試験は、JIS A 1215（道路の平板載荷試験方法）によ

るものとする。 

 

第５０６条 成果品 

成果品は、次のものを提出するものとする。 

（１）試験箇所、試験方法、測定値 

（２）地盤の平板載荷試験の結果は、地盤工学会記録用紙、報告用紙の

JGS1521（平板載荷試験方法）により整理し提出するものとする。 

（平成 15 年 5月 30日法律第 58 号）、行政手続における特定の個人を

識別する番号の利用等に関する法律（平成 25年法律第 27号）等関係法

令に基づき、次に示す事項等の個人情報の漏洩、滅失、改ざん又は毀損

の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

第５０２条 試験等 

１．試験方法及び器具は、JGS 1531「地盤の指標値を求めるためのプレッシ

ャーメータ試験」、JGS 3531「地盤の物性を評価するためのプレッシャー

メータ試験」及び JGS 3532「ボアホールジャッキ試験」によるものとす

る。 

２～３．省略 

 

第５０３条 成果品 

成果品は、次のものを提出するものとする。 

（１）試験箇所、試験方法、地盤状況、測定値 

（２）荷重強度－変位曲線 

（３）地盤の変形係数 

（４）試験の結果は、地盤工学会記録用紙、報告書用紙の JGS 1531「地盤

の指標値を求めるためのプレッシャーメータ試験」、JGS 3531「地盤

の物性を評価するためのプレッシャーメータ試験」及び JGS 3532「ボ

アホールジャッキ試験」により整理し提出するものとする。  

                                              

第２節 地盤の平板載荷試験  
第５０５条 試験等 

試験方法及び試験装置・器具は以下のとおりとする。 

（１）地盤の平板載荷試験は、JGS1521（地盤の平板載荷試験方法）による

ものとする。 

（２）道路の平板載荷試験は、JIS A 1215（道路の平板載荷試験方法）によ

るものとする。 

 

第５０６条 成果品 

成果品は、次のものを提出するものとする。 

（１）試験箇所、試験方法、測定値 

（２）地盤の平板載荷試験の結果は、地盤工学会記録用紙、報告用紙の

JGS1521（地盤の平板載荷試験方法）により整理し提出するものとす
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（３）道路の平板載荷試験の試験結果は、地盤工学会記録用紙、報告用紙

の JIS A 1215（道路の平板載荷試験方法）により整理し提出するもの

とする。 

 

第５１５条 成果品 

成果品は、次のものを提出するものとする。 

（１）調査位置、深さ、調査方法、測定値 

（２）試験結果は、地盤工学会記録用紙 1314によるものとする。 

 

 

る。 

（３）道路の平板載荷試験の試験結果は、地盤工学会記録用紙、報告用紙

の JIS A 1215（道路の平板載荷試験方法）により整理し提出するもの

とする。 

 

第５１５条 成果品 

成果品は、次のものを提出するものとする。 

（１）調査位置、深さ、調査方法、測定値 

（２）試験結果は、地盤工学会記録用紙、報告書用紙の JGS1614によるも

のとする。 
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第１章 総    則 

（趣旨等） 

第１条 この仕様書は、山口県土木建築部所管の公共事業に必要な土地等の取得

等に伴う測量、調査、補償額の算定等業務（以下「用地調査等業務」という。）

を委託に付する場合の業務内容その他必要とする事項を定めるものとし、もって

業務の適正な執行を確保するものとする。 

２ 業務の発注に当たり、当該業務の実施上この仕様書記載の内容により難いと

き又はこれに記載のない事項については、別に指示する用地調査等業務特記仕様

書（以下「特記仕様書」という。）によるものとし、適用に当たっては、特記仕

様書を優先するものとする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この共通仕様書における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。 

一～二（略） 

三 「調査区域」とは、用地調査等業務を行う区域として別途図面等で指示する

範囲をいう。 

 

（基本的処理方針） 

第３条 受注者は、用地調査等業務を実施する場合において、この仕様書、基準及

び運用方針等に適合したものとなるよう、公正かつ的確に業務を処理しなければ

ならないものとする。 

 

（管理技術者） 

第５条  

（略） 

 

 

第１章 総    則 

（趣旨等） 

第１条 この仕様書は、山口県土木建築部所管の公共事業に必要な土地等の取得等

に伴う測量、調査、補償額の算定等（以下「用地調査等」という。）の業務を委

託に付する場合の業務内容その他必要とする事項を定めるものとし、もって業務

の適正な執行を確保するものとする。 

２ 業務の発注に当たり、当該業務の実施上この仕様書記載の内容により難いとき

又はこれに記載のない事項については、別に指示する用地調査等特記仕様書（以

下「特記仕様書」という。）によるものとし、適用に当たっては、特記仕様書を

優先するものとする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この共通仕様書における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。 

一～二（略）  

三 「調査区域」とは、用地調査等を行う区域として別途図面等で指示する範囲

をいう。 

 

（基本的処理方針） 

第３条 受注者は、用地調査等を実施する場合において、この仕様書、基準及び運

用方針等に適合したものとなるよう、公正かつ的確に業務を処理しなければなら

ないものとする。 

 

（管理技術者） 

第５条  

 （略） 
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２ 管理技術者は、この用地調査等業務の主たる業務に関し７年以上の実務経験

を有する者、この用地調査等業務の主たる業務に関する補償業務管理士（一般

社団法人日本補償コンサルタント協会の補償業務管理士台帳に登録されている

者をいう。）の資格を有するもの、一般社団法人山口県補償研究協会の正会員

（会員台帳（部門別業務）に登録されている者をいう。）で補償業務の管理をつ

かさどる者又は発注者がこれらの者と同等の知識及び能力を有すると認めた者

で、受注者が発注者に届け出た者であり、日本語に堪能（日本語通訳が確保で

きれば可。）でなければならない。 

 

（業務従事者） 

第７条 受注者は、管理技術者の管理の下に、用地調査等業務に従事する者（補助

者を除く。）として、その業務に十分な知識と能力を有する者を当てなければなら

ない。 

 

（用地調査等業務の区分） 

第９条 この仕様書によって履行する用地調査等業務は、次の各号に定めるとこ

ろにより行うもととする。 

一 用地測量は、山口県公共測量作業規程（以下「規程」という。）により行う

ものとし、この仕様書においては、用地測量の実施に当たって必要となる細目

を定めるものとする。 

二 建物は、表１により木造建物〔Ⅰ〕、木造建物〔Ⅱ〕、木造建物〔Ⅲ〕、木造

特殊建物、非木造建物〔Ⅰ〕及び非木造建物〔Ⅱ〕に区分する。（第 14 章地盤

変動影響調査等を実施する場合を除く） 

 

 

 

 

２ 管理技術者は、この用地調査等の主たる補償業務に関し７年以上の実務経験

を有する者、若しくはこの主たる補償業務に関する補償業務管理士（一般社団

法人日本補償コンサルタント協会の補償業務管理士台帳に登録されている者を

いう。）及び一般社団法人山口県補償研究協会の正会員（会員台帳（部門別業

務）に登録されている者をいう。）で補償業務の管理をつかさどる者とする。発

注者がこれらの者と同等の知識及び能力を有すると認めた者で、受注者が発注

者に届け出た者であり、日本語に堪能（日本語通訳が確保できれば可。）でなけ

ればならない。 

 

（業務従事者） 

第７条 受注者は、管理技術者の管理の下に、用地調査等に従事する者（補助者を

除く。）として、その業務に十分な知識と能力を有する者を当てなければならない。 

 

 

（用地調査等の区分） 

第９条 この仕様書によって履行する用地調査等は、次の各号に定めるところによ

り行うもととする。 

一 用地測量は、山口県公共測量作業規程（以下「規程」という。）により行う

ものとし、この仕様書においては、用地測量の実施に当たって必要となる細目

を定めるものとする。 

二 建物は、表１により木造建物〔Ⅰ〕、木造建物〔Ⅱ〕、木造建物〔Ⅲ〕、木造

特殊建物、非木造建物〔Ⅰ〕及び非木造建物〔Ⅱ〕に区分する。 
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表１ 建物区分 

 

（注）（略） 

表２（略） 

表３（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ 建物区分 

 

（注）（略） 

表２（略） 

表３（略） 
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第２章 用地調査等業務の基本的処理方法 

第１節 用地調査等業務の実施手続き 

（施行上の義務及び心得） 

第１０条 受注者は、用地調査等業務の実施に当たって、関連する関係諸法令及び

条例等のほか、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。 

一（略） 

二 用地調査等業務で知り得た権利者等の事情及び成果物の内容は、他に漏らし

てはならない。 

三 用地調査等業務は権利者の財産等に関するものであり、補償の基礎又は損害

等の有無の立証及び費用負担額の算定の基礎となることを理解し、正確かつ良心

的に行わければいけない。 

  また、実施に当たっては、権利者等に不信の念を抱かせる言動を慎まなければ

ならない。 

四 権利者等から要望があった場合には、十分にその意向を把握したうえで、速や

かに、監督職員に報告し、指示を受けなければならない。 

 

（現地踏査） 

第１３条 用地調査等業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督職

員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その

内容についてはその都度受注者が打合せ記録簿に記録し、相互に確認し 

なければならない。 

２～４（略） 

第１４条 受注者は、用地調査等業務の着手に先立ち、調査区域の現地踏査を行

い、地域の状況、土地及び建物等の概況を把握するものとする。 

 

 

 

第２章 用地調査等の基本的処理方法 

第１節 用地調査等の実施手続き 

（施行上の義務及び心得） 

第１０条 受注者は、用地調査等の実施に当たって、次の各号に定める事項を遵守

しなければならない。 

一（略） 

二 用地調査等で知り得た権利者側の事情及び成果物の内容は、他に漏らしてはな

らない。 

三 用地調査等は補償の基礎となる権利者の財産等に関するものであることを理

解し、正確かつ良心的に行わければいけない。 

  また、実施に当たっては、権利者に不信の念を抱かせる言動を慎まなければな

らない。 

 

四 権利者から要望があった場合には、十分にその意向を把握したうえで、速やか

に、監督職員に報告し、指示を受けなければならない。 

 

（現地踏査） 

第１３条 用地調査等業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督職員

は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内

容についてはその都度受注者が書面（打合せ記録簿）に記録し、相互に確認しな

ければならない。 

２～４（略） 

第１４条 受注者は、用地調査等の着手に先立ち、調査区域の現地踏査を行い、地

域の状況、土地及び建物等の概況を把握するものとする。 
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（作業計画の策定） 

第１５条 受注者は、用地調査等業務を着手するに当たっては、この仕様書及び特

記仕様書並びに現地踏査の結果等を基に契約締結後 14 日以内に作業計画書（別

記第 1 号様式）を提出しなければならない。 

２ 前項の作業計画書には、次の事項を記載するものとする。 

一～二（略）  

三 業務工程（第２３条第１項第２号の提出は業務期間終了の１ヶ月前までを原

則とする） 

３ （略） 

４ 受注者は、第１項の作業計画書に基づき業務が確実に実施できる執行体制を

整備するものとする。 

 

（監督職員の指示等） 

第１６条  受注者は、用地調査等業務の実施に先立ち、管理技術者を立ち会わせた

うえ監督職員から業務の実施について必要な指示を受けるものとする。 

２ 受注者は、用地調査等業務の実施に当たりこの仕様書、特記仕様書又は監督職

員の指示について疑義が生じたときは、管理技術者を立ち会わせたうえ監督職員

と協議するものとする。 

 

（支給品及び貸与品） 

第１７条 受注者は、用地調査等業務を実施するに当たり必要な図面その他の資

料を使用する場合には、発注者から支給又は貸与を受けるものとする。 

２～４（略）  

５ 受注者は、用地調査等業務が完了したときは、当該用地調査等業務の完了の日

から３日以内に、支給品の残品又は貸与品を支給品返還通知書（別記第６号様

式）又は貸与品返還通知書（別記第７号様式）により返還しなければならない。 

 

（作業計画の策定） 

第１５条 受注者は、用地調査等を着手するに当たっては、この仕様書及び特記仕

様書並びに現地踏査の結果等を基に契約締結後 14 日以内に作業計画書（別記第

1 号様式）を提出しなければならない。 

２ 前項の作業計画書には、次の事項を記載するものとする。 

一～二（略） 

三 業務工程 

 

３ （略） 

４ 受注者は、第１項の作業計画が確実に実施できる執行体制を整備するものとす

る。 

 

（監督職員の指示等） 

第１６条  受注者は、用地調査等の実施に先立ち、管理技術者を立ち会わせたうえ

監督職員から業務の実施について必要な指示を受けるものとする。 

２ 受注者は、用地調査等の実施に当たりこの仕様書、特記仕様書又は監督職員の

指示について疑義が生じたときは、管理技術者を立ち会わせたうえ監督職員と協

議するものとする。 

 

（支給品及び貸与品） 

第１７条 受注者は、用地調査等を実施するに当たり必要な図面その他の資料を使

用する場合には、発注者から支給又は貸与を受けるものとする。 

２～４（略） 

５ 受注者は、用地調査等の業務が完了したときは、当該用地調査等の業務の完了

の日から３日以内に、支給品の残品又は貸与品を支給品返還通知書（別記第６号

様式）又は貸与品返還通知書（別記第７号様式）により返還しなければならない。 
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（立入り及び立会い） 

第１８条 受注者は、用地調査等業務のため、他人の占有する土地、建物又は工作

物に立ち入ろうとする場合は、監督員の了解を得たうえ、あらかじめ、当該土地、

建物又は工作物の権利者の同意を得なければならない。 

２（略）  

３ 受注者は、用地調査等業務を行う場合、権利者の立会いを得なければならな

い。ただし、立会いを求める必要がないことが明らかである場合、又はやむを得

ない理由により立会いを求めることができない場合において権利者の了解が得

られ、かつ、監督職員が了解をしたときは、この限りではない。 

 

（障害物の伐除） 

第１９条 受注者は、用地調査等業務のため、障害物を伐除する必要がある場合

は、監督職員に報告し、その指示をうけなければならない。 

 

（身分証明書） 

第２０条 受注者は、身分証明書交付申請書（別記第９号様式）により、現地調査

に従事する者の身分証明書（別記第１０号様式）を発注者から交付を受け、用地

調査等業務に従事する者（以下「業務従事者」という。）に常時携帯させなけれ

ばならない。 

２  業務従事者は、権利者等から請求があったときは、交付を受けた身分証明書

を提示しなければならない。 

３ 受注者は、用地調査等業務が完了したときは、遅滞なく身分証明書返納通知書

（別記第１１号様式）により身分証明書を返納しなければならない。 

 

（監督職員への進捗状況の報告） 

第２２条 受注者は、監督職員から用地調査等業務の進捗状況について調査又は

報告を求めたられたときは、これに応じなければならない。 

（立入り及び立会い） 

第１８条 受注者は、用地調査等のため、他人の占有する土地、建物又は工作物に

立ち入ろうとする場合は、監督員の了解を得たうえ、あらかじめ、当該土地、建

物又は工作物の権利者の同意を得なければならない。 

２（略） 

３ 受注者は、用地調査等を行う場合、権利者の立会いを得なければならない。た

だし、立会いを求める必要がないことが明らかである場合、又はやむを得ない理

由により立会いを求めることができない場合において権利者の了解が得られ、か

つ、監督職員が了解をしたときは、この限りではない。 

 

（障害物の伐除） 

第１９条 受注者は、用地調査等のため、障害物を伐除する必要がある場合は、監

督職員に報告し、その指示をうけなければならない。 

 

（身分証明書） 

第２０条 受注者は、身分証明書交付申請書（別記第９号様式）により、現地調査

に従事する者の身分証明書（別記第１０号様式）を発注者から交付を受け、用地

調査等に従事する者（以下「業務従事者」という。）に常時携帯させなければな

らない。 

２ 業務従事者は、関係人から請求があったときは、交付を受けた身分証明書を提

示しなければならない。 

３ 受注者は、用地調査等が完了したときは、遅滞なく身分証明書返納通知書（別

記第１１号様式）により身分証明書を返納しなければならない。 

 

（監督職員への進捗状況の報告） 

第２２条 受注者は、監督職員から用地調査等の進捗状況について調査又は報告を

求めたられたときは、これに応じなければならない。 
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２（略） 

 

（成果品の一部提出等） 

第２３条 受注者は、用地調査等業務の実施期間中であっても、次の各号により成

果品の一部を提出しなければならない。 

一 第６章、第９章、第１０章における移転先の工法検討が決定したとき。 

二 第６章、第７章、第９章における算定が完了したとき。 

三 監督職員が特に必要と認め、成果品の一部の提出を求めたとき。 

２ （略） 

３ 受注者は、用地調査等業務のうち委託者が精度監理を必要と認めたものにつ

いて、監督職員の指示により第２４条の成果品の提出に先立って仮提出をしなけ

ればならない。 

 

（成果品） 

第２４条 受注者は、「成果品一覧表」に掲げる成果品等で特記仕様書に掲げる成

果品を提出しなければならない。 

２ 受注者は、次の各号により成果品を作成するものとする。 

一 用地調査等業務の区分及び内容ごとに整理し、編集する。 

二 表紙には、件名、年度（又は履行期限の年月）、発注者及び受注者の名称を

記載する。 

三～四（略） 

３～５（略） 

 

（保険加入の義務） 

第３４条 受注者は、雇用保険法（昭和49年法律第116号）、労働者災害補償保険

法（昭和22年法律第50号）、健康保険法（大正11年法律第70号）及び厚生年金

保険法（昭和29年法律第115号）の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、

２（略） 

 

（成果品の一部提出等） 

第２３条 受注者は、用地調査等の実施期間中であっても、監督職員が特に必要と

認め、成果品の一部の提出を求めたときは、これに応じなければならない。 

 

 

 

２ （略） 

３ 受注者は、用地調査等のうち委託者が精度監理を必要と認めたものについて、

監督職員の指示により第２４条の成果品の提出に先立って仮提出をしなければ

ならない。 

 

（成果品） 

第２４条 受注者は、「成果品一覧表」に掲げる成果品等で特記仕様書に掲げる成

果品を提出しなければならない。 

２ 受注者は、次の各号により成果品を作成するものとする。 

一 用地調査等の区分及び内容ごとに整理し、編集する。 

二 表紙には、件名、年度（又は履行期限の年月）、発注者及び受注者の名称を

記載する。 

三～四（略） 

３～５（略） 

 

（保険加入の義務） 

第３４条 受注者は、雇用保険法（昭和49年法律第116号）、労働者災害補償保険

法（昭和22年法律第50号）、健康保険法（大正11年法律第70号）及び厚生年金

保険法（昭和29年法律第115号）の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、
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雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。 

２ 受注者は、現場作業が発生する場合は、法定外の労災保険に付さなければなら

ない。 

 

（図面等に表示する数値及び面積計算） 

第３６条 建物等の調査図面に表記する数値は、前条の計測値を基にミリメート

ル単位で記入するものとする。 

２ 建物等の面積計算は、前項で記入した数値をメートル単位により小数点以下

第 4 位まで算出し、それを建物等の各階別に累計し、その小数点第２位（小数点以

下第３位切捨て）までとする。 

３～４（略） 

 

（計算数値の取扱い） 

第３７条 建物等の補償額算定に必要となる構造材、仕上げ材料の数量算出の単

位は、通常使用されている例によるものとする。ただし、算出する数量が少量で

あり、通常使用している単位で表示することが困難な場合は、別途の単位を使用

することができるものとする。 

２ 構造材、仕上げ材等の数量計算は、原則として、各々の単位を基準として次の

各号により行うものとする。   

一 数量計算の集計は、建物移転補償設計内訳書に計上する項目ごとに集計す

る。 

二～三（略） 

 

（補償設計内訳書に計上する数値） 

第３８条  

（略） 

 

雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。 

 

 

 

（建物等の図面等に表示する数値及び面積計算） 

第３６条 建物等の調査図面に表記する数値は、前条の計測値を基にもって記入す

る。 

２ 建物等の面積計算は、前項で記入した数値によって小数点以下第 4 位まで算

出し、それを建物等の各階別に累計し、その小数点第２位（小数点以下第３位切捨

て）までとする。 

３～４（略） 

 

（建物等の計算数値の取扱い） 

第３７条 建物等の補償額算出に必要となる構造材、仕上げ材料の数量算出の単位

は、通常使用されている例によるものとする。ただし、算出する数量が少量であ

り、通常使用している単位で表示することが困難な場合は、別途の単位を使用す

ることができるものとする。 

２ 構造材、仕上げ材等の数量計算は、原則として、各々の単位を基準として次の

各号により行うものとする。   

一 項目ごとに集計する。 

二～三（略） 

 

 

（建物等の補償設計内訳書に計上する数値） 

第３８条  

（略） 
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第３章 権利調査 

第１節 調    査 

 

（地図の転写） 

第４１条 地図の転写は、調査区域内の土地について、当該土地の所在地を管轄登

記所において、次の各号に定める方法により、当該土地に関する地図（不動産登

記法（平成 16 年法律第 123 号）第１４条第１項又は同条第４項の規定により管

轄登記所に備える地図又は地図に準ずる図面をいう。以下同じ。）を転写しなけ

ればならない。 

一 転写した地図には、地図の着色に従って着色する。 

二 転写した地図には、方位、縮尺、市町村名、大字名、字名（隣接字名を含む。）、

地目及び地番を記載する。 

三 転写した地図には、管轄登記所名、転写年月日及び転写者氏名を記載する。 

 

 

第２節 調査表等の作成 

（調査表の作成） 

第４８条 

１～２（略） 

３ 墓地管理者等の調査表（別記第１４号、第１４号の２）は、第４５条の調査結

果を基に改葬及び祭し料要領により作成するものとする。 

４（略） 

 

 

 

 

 

第３章 権利調査 

第１節 調    査 

 

（地図の転写） 

第４１条 地図の転写は、調査区域内の土地について、当該土地の所在地を管轄登

記所において、次の各号に定める方法により、当該土地に関する地図（不動産登

記法（平成 16 年法律第 123 号）第１４条第１項又は同条第４項の規定により管

轄登記所に備える地図又は地図に準ずる図面をいう。以下同じ。）を転写しなけ

ればならない。 

一 転写した地図には、地図の着色に従って着色する。 

二 転写した地図には、方位、縮尺、市町村名、大字名、字名（隣接字名を含む。）、

地目及び地番を記載する。 

三 管轄登記所名、転写年月日及び転写者氏名を記載する。 

 

 

第２節 調査表等の作成 

（調査表の作成） 

第４８条 

１～２（略） 

３ 墓地管理者等の調査表（別記第１４号、第１４号の２及び第１４号の３様式）

は、第４５条の調査結果を基に改葬及び祭し料要領により作成するものとする。 

４（略） 
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第４章 用地測量 

第１節 境界確認 

（立会い準備） 

第５２条 受注者は、調査区域内の民有地等で、所有権、借地権、地上権等で次条

の画地の境界点の確認を行うために立会いが必要と認められる権利者一覧表を

第４２条から第４５条までの調査結果を基に作成しなければならない。 

２ 前項権利者一覧表の作成が完了したときは、監督職員と立会い日時、具体の作

業手順等について協議し、その指示によって権利者に対する立会い通知等の準備

を行わなければならない。 

 

（境界立会いの画地及び範囲） 

第５３条 受注者は、調査区域内における境界立会の画地（規程に定めるところに

よるほか、１筆の土地であっても、その一部が異なった現況地目となっている場

合は、不動産登記事務取扱手続準則に定める地目の区分による現況の地目ごとの

画地）の境界が確認できる範囲の立会いを行わなければならない。 

 

（境界立会い） 

第５４条 受注者は、前条の境界立会いの範囲について、各境界点に関する権利者

を現地に召集し、次の各号の手順によって境界点の立会いを行わなければならな

い。 

一～四 （略）  

２ 前項の境界点立会いが完了したときは、関連する権利者全員から筆界確認書

（別記第１５号様式）に確認のための署名押印を求めなければならない。 

３ 第１項の境界点立会いにおいて、次の各号の一に該当する状態が生じたとき

は、その事由等を整理し監督職員に報告し、その後の処置について指示を受けな

 

 

第４章 用地則量 

第１節 境界確認 

（立会い準備） 

第５２条 受注者は、調査区域内の民有地等で、所有権、借地権、地上権等で次条

の画地の境界点の確認を行うために立合いが必要と認められる権利者一覧表を

第４２条から第４５条までの調査結果を基に作成しなければならない。 

２ 前項権利者一覧表の作成が完了したときは、監督職員と立合い日時、具体の作

業手順等について協議し、その指示によって権利者に対する立合い通知等の準備

を行わなければならない。 

 

（境界立合いの画地及び範囲） 

第５３条 受注者は、調査区域内における境界立会の画地（規程に定めるところに

よるほか、１筆の土地であっても、その一部が異なった現況地目となっている場

合は、不動産登記事務取扱手続準則に定める地目の区分による現況の地目ごとの

画地）の境界が確認できる範囲の立合いを行わなければならない。 

 

（境界立合い） 

第５４条 受注者は、前条の境界立合いの範囲について、各境界点に関する権利者

を現地に召集し、次の各号の手順によって境界点の立合いを行わなければならな

い。 

一～四 （略） 

２ 前項の境界点立合いが完了したときは、関連する権利者全員から筆界確認書

（別記第１５号様式）に確認のための署名押印を求めなければならない。 

３ 第１項の境界点立合いにおいて、次の各号の一に該当する状態が生じたとき

は、その事由等を整理し監督職員に報告し、その後の処置について指示を受けな
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ければならない。 

一（略） 

二 関連する権利者の一部が立会を拒否したもの 

 三 必要な境界点を確定するために測量区域以外の境界立会い又は測量を権利

者から要求されたとき 

 

第２節 境 界 測 量 

（境界測量） 

第５６条 各境界点の測量を行うに当たっては、山口県公共測量作業規程に定め

るところによるほか、土地の実測平面図の作成に必要となる建物及び主要な工作

物の位置を併せて観測するものとする。 

２ 各境界点等は、連番を付するものとする。 

 

（補助基準点の設置） 

第５７条 前条の作業において、境界点を観測するために補助基準点を設置する

必要がある場合は、山口県公共測量作業規程に定めるところによるものとする。 

 

（用地境界仮杭の設置） 

第５８条 境界測量等の作業が完了し用地取得の対象となる範囲が確定したとき

は、測量の成果等に基づきＴＳ等を使用する方法により用地境界仮杭の設置を次

の各号により行わなければならない。 

 一 原則として、関連する権利者の立会いのうえ行う。 

 二～三 （略）  

２ 用地境界仮杭の観測は、山口県公共測量作業規程に定めるところによるもの

とする。 

３ 第１項の用地境界仮杭設置に当たり建物等で支障となり設置が困難なときに

は、その事由等を整理し監督職員に報告しなければならない。ただし、関連する

ければならない。 

一（略） 

二 関連する権利者の一部が立合を拒否したもの 

 三 必要な境界点を確定するために測量区域以外の境界立合い又は測量を権利

者から要求されたとき 

 

第２節 境 界 測 量 

（境界測量） 

第５６条 各境界点の測量を行うに当たっては、関係規程に定めるところによるほ

か、土地の実測平面図の作成に必要となる建物及び主要な工作物の位置を併せて

観測するものとする。 

２ 各境界点等は、連番を付するものとする。 

 

（補助基準点の設置） 

第５７条 前条の作業において、境界点を観測するために補助基準点を設置する必

要がある場合は、規程に定めるところによるものとする。 

 

（用地境界仮杭の設置） 

第５８条 境界測量等の作業が完了し用地取得の対象となる範囲が確定したとき

は、測量の成果等に基づきＴＳ等を使用する方法により用地境界仮杭の設置を次

の各号により行わなければならない。 

 一 原則として、関連する権利者の立合いのうえ行う。 

 二～三 （略）  

２ 用地境界仮杭の観測は、規程に定めるところによるものとする。 

 

３ 第１項の用地境界仮杭設置に当たり建物等が支障となり設置が困難なときに

は、その事由等を整理し監督職員に報告しなければならない。ただし、関連する
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権利者が用地境界仮杭の設置を強く要求するときは用地境界仮杭の控杭を設置

するものとする。この場合に、用地境界仮杭との関係を関連する権利者に十分理

解させたうえで用地境界仮杭との関係図を作成するものとする。 

 

（境界点間測量） 

第５９条 受注者は、境界測量及び用地境界仮杭の設置のための観測を行う場合

には、山口県公共測量作業規程に定めるところによるものとする。 

 

第４節 用地実測図等の作成 

（用地実測図等の作成） 

第６１条 受注者は、用地実測図等の作成に当たっては、山口県公共測量作業規程

の定めるところによるほか、次の各号の方法により行うものとする。なお、表示

記号等は、監督職員の指示によるものとする。 

 一 用地実測図原図は、境界・現況測量より得られた成果に基づき、次の事項か

ら監督職員が指示する事項を記入する。 

 （１）土地の測量に従事した者の氏名 

 （２）道路名、水路名 

 （３）建物及び工作物 

 二 用地平面図は、用地実測図原図から監督職員が指示する事項を記入する。 

 

第５節 関係官公庁への手続き等 

（関係官公庁への手続き等） 

第６１条の２  

（略）  

３ 受注者は、測量法第１４条（実施の公示)、第２１条（永久標識及び一時標識

に関する通知）、～（略）～また、山口県公共測量作業規程第１５条に基づく測

量成果の検定を行い、測量法第４０条に基づき、公共測量の測量成果を国土地

権利者が用地境界仮杭の設置を強く要求するときは用地境界仮杭の控杭を設置

するものとする。この場合に、用地境界仮杭との関係を関連する権利者に十分理

解させたうえで用地境界仮杭との関係図を作成するものとする。 

 

（境界点間測量） 

第５９条 受注者は、境界測量及び用地境界仮杭の設置のための観測を行う場合に

は、関係規程に定めるところによるものとする。 

 

第４節 用地実測図等の作成 

（用地実測図等の作成） 

第６１条 受注者は、用地実測図等の作成に当たっては、関係規程の定めるところ

によるほか、次の各号の方法により行うものとする。なお、表示記号等は、監督

職員の指示によるものとする。 

 一 用地実測図原図は、境界・現況測量より得られた成果に基づき、次の事項か

ら監督職員が指示する事項を記入する。 

 （１）土地の測量に従事した者の氏名 

 （２）道路名、水路名 

 （３）建物及び工作物 

 二 用地平面図は、用地実測図原図から監督職員が指示する事項を記入する。 

 

第５節 関係官公庁への手続き等 

（関係官公庁への手続き等） 

第６１条の２  

（略）  

３ 受注者は、測量法第１４条（実施の公示)、第２１条（永久標識及び一時標識

に関する通知）、～（略）～また、国土交通省公共測量作業規程第１５条に基づ

く測量成果の検定を行い、測量法第４０条に基づき、公共測量の測量成果を国
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理院に提出作業を行う。 

 

第５章 土 地 評 価 

（土地評価） 

第６２条 土地評価とは、取得等する土地（残地等に関する損失の補償を行う場合

の当該残地を含む。）の更地としての正常な取引価格を算定する業務をいい、「不

動産の鑑定評価に関する法律」（昭和 38 年法律第 152 号）第２条で定める「不

動産の鑑定評価」は含まないものとする。 

 

（現地踏査及び資料作成） 

第６４条  

（略）  

  三 収益事例調査表及び造成事例調査表 

   収益事例調査表及び造成事例調査表は、収益事例については総収入及び総

費用並びに土地に帰属する総収益等、造成事例については素地価格及び造成工

事費等のほか、前号に掲げる記載事項に準じた事項を整理のうえ作成する。 

四 （略） 

五 地域要因及び個別的要因の格差認定基準表  

    格差認定基準表とは、比準表を適用するに当たり、比準表の定める要因中の

細項目に係る格差率適用の判断を行うに当たって、その基準となるものをい

い、監督職員と協議のうえ作成するものとする。 

 六 公示地及び基準地の選定調査表 

   調査区域及びその周辺区域に帰順すべき公示地又は基準地があるときは、

公示又は州知事公について調査票を作成する。 

 

（標準地の選定及び標準地評価調書の作成） 

第６５条 受注者は、同一状況地域毎に監督職員と協議のうえ標準地を選定し、標

土地理院に提出作業を行う。 

 

第５章 土 地 評 価 

（土地評価） 

第６２条 土地評価とは、取得する土地（残地等に関する損失の補償を行う場合の

当該残地を含む。）の更地としての正常な取引価格を算定する業務をいい、「不動

産の鑑定評価に関する法律」（昭和 38 年法律第 152 号）第２条で定める「不動

産の鑑定評価」は含まないものとする。 

 

（現地踏査及び資料作成） 

第６４条  

（略） 。   

三 収益事例調査表及び造成事例調査表 

   収益事例調査表及び造成事例調査表は、収益事例については総収入及び総費

用並びに土地に帰属する収益等、造成事例については素地価格及び造成工事費

等のほか、前号に掲げる記載事項に準じた事項を整理のうえ作成する。 

四 （略） 

五 地域要因及び個別的要因の格差基準表  

    格差基準表とは、比準表を適用するに当たり、比準表の定める要因中の細項

目に係る格差率適用の判断を行うに当たって、その基準となるものをいい、監

督職員と協議のうえ作成するものとする。 

  六 公示地及び基準地の選定調査表 

    調査区域及びその周辺区域に帰順すべき公示又は基準地があるときは、公

示又は州知事公について調査票を作成する 

 

（標準地の選定及び標準地評価調書） 

第６５条 受注者は、同一状況地域毎に監督職員と協議のうえ標準地を選定し、標
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準地評価調書を作成しなければならない。 

２ 標準地評価調書は前条第二号で定める取引事例等調査表に準拠し、必要な事

項について整理のうえ作成するものとし選定理由を付記しなければならない。 

 

第６章 建物等の調査 

第１節 調    査 

（木造建物） 

第７１条 木造建物〔Ⅰ〕の調査は、軸組工法により建築されている木造建物にあ

っては、建物移転料算定要領（以下「建物要領」という。）別添一の一木造建物

調査積算要領〔軸組工法〕（以下「木造建物要領」〔軸組工法〕という。）別添一

の一木造建物調査積算要領〔軸組工法〕（以下「木造建物要領〔軸組工法〕」とい

う。）により行うものとし、ツーバイフォー工法又は木質系プレハブ工法により

建築されている木造建物にあっては、建物要領別添一の二木造建物調査積算要領

〔ツーバイフォー工法又は木質系プレハブ工法〕（以下「木造建物要領〔ツーバ

イフォー工法又は木質系プレハブ工法〕」という。）及び石綿調査算定要領（平成

25 年 4 月 1 日制定。以下「石綿要領」という。）により行うものとする。 

２ 木造建物〔Ⅱ〕及び木造建物〔Ⅲ〕の調査は、木造建物要領〔軸組工法〕又は

木造建物要領〔ツーバイフォー工法又は木質系プレハブ工法〕のいずれかを準用

及び石綿要領により行うほか、当該建物の推定再建築費の積算が可能となるよう

行うものとする。 

３（略） 

 

（木造特殊建物） 

第７２条 木造特殊建物の調査は、木造建物要領〔軸組工法〕を準用して行うほか、

当該建物の推定再建築費の積算が可能となるよう行うものとする。 

２ 前項の実施に当たっては、前条第３項を準用するものとする。 

 

準地評価調書を作成しなければならない。 

２ 標準地調書は前条第二号で定める取引事例等調査表に準拠し、必要な事項につ

いて整理のうえ作成するものとし選定理由を付記しなければならない。 

 

第６章 建物等の調査 

第１節 調    査 

（木造建物） 

第７１条 木造建物〔Ⅰ〕の調査は、建物移転料算定要領（以下「建物要領」とい

う。）別添一木造建物調査積算要領（以下「木造建物要領」という。）及び石綿調

査算定要領（平成 25 年 4 月 1 日制定。以下「石綿要領」という。）により行う

ものとする。 

 

 

 

 

 

２ 木造建物〔Ⅱ〕及び木造建物〔Ⅲ〕の調査は、木造建物要領を準用及び石綿要

領により行うほか、当該建物の推定再建築費の積算が可能となるよう行うものと

する。 

 

３（略） 

 

（木造特殊建物） 

第７２条 木造特殊建物の調査は、前条第２項及び第３項を準用するものとする。 
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第２節 調査書等の作成 

（建物等の配置図の作成） 

第８０条 建物等の配置図は、前節の調査結果を基に次の各号により作成するも

のとする。 

 一～六（略） 

  七 図面中に次の事項を記入する。 

  （１）～（５）（略） 

 （６）構造概要・建築工法 

 （７）～（８）（略） 

 

（木造建物） 

第８２条 木造建物の図面及び調査書（別記第１８号様式）は、第７１条の調査結

果を基に作成するものとする。 

２ 木造建物〔Ⅰ〕の図面及び調査書は、木造建物要領〔軸組工法〕又は木造建物

要領〔ツーバイフォー工法又は木質系プレハブ工法〕のいずれか及び石綿要領によ

り作成するものとする。 

３ 木造建物〔Ⅱ〕及び木造建物〔Ⅲ〕の図面及び調査書は、木造建物要領〔軸

組工法〕又は木造建物要領〔ツーバイフォー工法又は木質系プレハブ工法〕の

いずれかを準用及び石綿要領により作成するほか、次の各号の図面を作成する

ものとする。 

  一～五（略）  

４ 残地がある場合は、用地取得線を赤色の実線で記載する。 

 

（木造特殊建物） 

第８３条 木造特殊建物の図面及び調査書（別記第１８号様式）は、第７２条の調

査結果を基に作成するものとする。 

２ 図面は、木造建物要領〔軸組工法〕を準用して作成するほか、次の各号の図面

第２節 調査書等の作成 

（建物等の配置図の作成） 

第８０条 建物等の配置図は、前節の調査結果を基に次の各号により作成するもの

とする。 

 一～六（略） 

  七 図面中に次の事項を記入する。 

  （１）～（５）（略） 

 （６）構造概要 

 （７）～（８）（略） 

 

（木造建物） 

第８２条 木造建物の図面及び建物調査書（別記第１８号様式）は、第７１条の調

査結果を基に作成するものとする。 

２ 木造建物〔Ⅰ〕の図面及び調査書は、木造建物要領及び石綿要領により作成す

るものとする。 

 

３ 木造建物〔Ⅱ〕及び木造建物〔Ⅲ〕の図面及び調査書は、木造建物要領を準

用及び石綿要領により作成するほか、次の各号の図面を作成するものとする。 

   

 

一～五（略） 

 

 

（木造特殊建物） 

第８３条 木造特殊建物の図面及び調査書（別記第１８号様式）は、第７２条の調

査結果を基に作成するものとする。 

２ 図面は、木造建物要領を準用して作成するほか、次の各号の図面を作成するも
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を作成するものとする。 

  一～五（略）  

  六 必要に応じて上記各図面の詳細図（縮尺は適宜のものとする。） 

３ 残地がある場合は、用地取得線を赤色の実線で記載する。 

４ 調査書は、木造建物要領〔軸組工法〕に準じ、次の各号により作成するものと

する。 

一～二（略） 

 

（非木造建物） 

第８４条  

１～２（略） 

３ 残地がある場合は、用地取得線を赤色の実線で記載する。 

 

（木造建物） 

第９３条 木造建物の移転料を推定再建築費を基礎として算出するときは、建物

ごとに第８２条で作成した図面及び調査書を基に、木造建物要領〔軸組工法〕又

は木造建物要領〔ツーバイフォー工法又は木質系プレハブ工法〕のいずれかによ

り、積算しなければならない 

 

（木造特殊建物） 

第９４条 木造特殊建物の移転料を推定再建築費を基礎として算出するときは、

建物ごとに第８３条で作成した図面及び調査書を基に木造建物要領〔軸組工法〕

に準じて、積算しなければならない。 

 

（非木造建物） 

第９５条 非木造建物の移転料を推定再建築費を基礎として算出するときは、建

物ごとに第８４条で作成した図面及び調査書を基に非木造建物要領により、当該

のとする。 

  一～五（略） 

  六 必要に応じて上記各図面の詳細図（縮尺は適宜のもとする。） 

 

３ 調査書は、木造建物要領に準じ、次の各号により作成するものとする。 

  

一～二（略） 

 

（非木造建物） 

第８４条  

１～２（略） 

（新設） 

 

（木造建物） 

第９４条 受注者は建物ごとに第８２条で作成した図面及び算出した数量を基に

木造建物要領により、当該建物の推定再建築費を積算しなければならない 

 

 

 

（木造特殊建物） 

第９５条 受注者は、建物ごとに第８３条で作成した図面及び算出した数量を基に

木造建物要領に準じて、当該建物の推定再建築費を積算しなければならない。 

 

 

（非木造建物） 

第９６条 受注者は、建物ごとに第８４条で作成した図面及び算出した数量を基に

非木造建物要領により、当該建物の推定再建築費を積算しなければならない。 
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建物の推定再建築費を積算しなければならない。 

（照応建物の詳細設計） 

第９６条 （略） 

 

 

 

第７章 営業その他の調査 

第３節 算    定 

（補償額の算定） 

第１０８条  

１（略） 

２ 仮住居等に要する費用、家賃減収補償及び借家人補償の算定は、前条第２項で

作成した資料等を基に仮住居要領、家賃減収要領及び借家人要領により行うもの

とする。 

３（略） 

４ 移転雑費の算定は、移転雑費算定要領により行うものとする。 

 

（調査） 

第１１０条 土地等の権利者等が消費税法第２条第４号に規定する事業者である

ときの調査は、次に掲げる資料のうち消費税等の額又は消費税等相当額の補償の

要否を判定するために必要な資料を収集することにより行うものとする。 

  一～十六（略） 

十七 適格請求書発行事業者登録に係る通知書 

十八 適格請求書発行事業者登録に係る取消届出書 

十九 その他の資料 

 

 

 

（照応建物の詳細設計） 

第９３条  

  

 

 

第７章 営業その他の調査 

第３節 算    定 

（補償額の算定） 

第１０８条  

１（略） 

３ 動産移転料の算定は、前条第３項で作成した資料を基に動産要領により行うも 

のとする。この場合において、美術品等の特殊な動産で、専門業者でなければ移

転料の算定が困難と認められるものについては、専門業者の見積書を徴するもの

とする。 

（新設） 

 

（調査） 

第１１０条 土地等の権利者等が消費税法第２条第４号に規定する事業者である

ときの調査は、次に掲げる資料のうち消費税等の額又は消費税等相当額の補償の

要否を判定するために必要な資料を収集することにより行うものとする。 

  一～十六（略）  

十七 その他の資料 
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第９章 予備調査 

第１節 調    査 

（敷地使用実態の調査） 

第１１４条 予備調査に係る大規模工場等の敷地の使用実態の調査は、移転計画

案の検討に当たって重要となる事項で、主として次の各号に掲げる事項につい

て行うものとする。   

 一～二（略） 

三 各建物の位置、構造、階数、建築面積、延ベ床面積、建築年月及び用途（使

用実態） 

  

 

第１２章 補償説明 

（補償説明） 

第１３０条 補償説明とは、権利者等に対し、土地の評価（残地補償を含む。）の

方法、建物等の補償方針及び補償額の算定内容（以下「補償内容等」という）の

説明を行うことをいう。 

 

（概況ヒアリング等） 

第１３１条 受注者は、補償説明の実施に先立ち、監督職員から当該事業の内容、

取得等の対象となる土地等の概要、移転の対象となる建物等の概要、権利者ごと

の補償内容、実情及びその他必要となる事項について説明を受けるものとする。 

２ 受注者は、現地踏査後に補償説明の対象となる権利者等と面接し、補償説明を

行うことについての協力を依頼するものとする。 

 

 

 

 

第９章 予備調査 

第１節 調    査 

（敷地使用実態の調査） 

第１１４条 予備調査に係る大規模工場等の敷地の使用実態の調査は、移転計画

案の検討に当たって重要となる事項で、主として次の各号に掲げる事項につい

て行うものとする。   

 一～二（略） 

三 各建物の位置、構造、階数、建築面積、延面積、建築年月及び用途（使用実

態） 

   

 

第１２章 補償説明 

（補償説明） 

第１３０条 補償説明とは、権利者に対し、土地の評価（残地補償を含む。）の方

法、建物等の補償方針及び補償額の算定内容（以下「補償内容等」という）の説

明を行うことをいう。 

 

（概況ヒヤリング） 

第１３１条 受注者は、補償説明の実施に先立ち、監督職員から当該事業の内容、

取得等の対象となる土地等の概要、移転の対象となる建物等の概要、補償内容、

各権利者の実情及びその他必要となる事項について説明を受けるものとする。 

（新設） 
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（説明資料の作成等） 

第１３２ 条権利者等に対する説明を行うに当たっては、あらかじめ、現地踏査及

び概況ヒアリング等の結果を踏まえ、次の各号に掲げる業務を行うものとし、これ

らの業務が完了したときは、その内容等について監督職員と協議するものとする。 

一当該区域全体及び権利者等ごとの処理方針の検討 

二権利者等ごとの補償説明に係る事項の整理 

三権利者等に対する説明用資料の作成 

 

（権利者等に対する説明） 

第１３３条 権利者等に対する説明は、次の各号により行うものとする。 

  一 ２名以上の者を一組として権利者等と面接すること 

  二  権利者等と面接するときは、事前に連絡を取り、日時、場所その他必要な事

項について了解を得 

ておくこと 

２ 権利者等に対しては、前条において作成した説明用資料を基に補償内容等の

理解が得られるよう十分な説明を行うものとする。 

 

（記録簿の作成） 

第１３４条 受注者は、権利者等と面接し説明を行ったとき等は、その都度、説明

の内容及び権利者等の主張又は質疑の内容等を補償説明記録簿（別記第３３号様

式）に記載するものとする。 

 

（説明後の措置） 

第１３５条 受注者は、補償説明の現状及び権利者等ごとの経過等を、必要に応じ

て、監督職員に報告するものとする。 

２ 受注者は、当該権利者等に係わる補償内容等のすべてについて権利者等の理

解が得られたと判断したときは、速やかに、監督職員にその旨を報告するものと

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（権利者に対する説明） 

第１３４条 権利者に対する説明は、次の各号により行うものとする。 

  一 ２名以上の者を一組として権利者と面接すること 

  二  権利者と面接するときは、事前に連絡を取り、日時、場所その他必要な事項

について了解を得 

ておくこと 

２ 権利者に対しては、前条において作成した説明用資料を基に補償内容等の理解

が得られるよう十分な説明を行うものとする。 

 

（記録簿の作成） 

第１３５条 受注者は、権利者と面接し説明を行ったとき等は、その都度、説明の

内容及び権利者の主張又は質疑の内容等を補償説明記録簿（別記第３３号様式）

に記載するものとする。 

 

（説明後の措置） 

第１３６条 受注者は、補償説明の現状及び権利者ごとの経過等を、必要に応じ

て、監督職員に報告するものとする。 

２ 受注者は、当該権利者に係わる補償内容等のすべてについて権利者の理解が得

られたと判断したときは、速やかに、監督職員にその旨を報告するものとする。 
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する。 

３ 受注者は、権利者等が説明を受け付けない、若しくは当該事業計画、補償内容

等又はその他の事項で意見の相違等があるため理解を得ることが困難であると

判断したときは、監督職員に報告し、指示を受けるものとする。 

 

 

第１３章 事業認定申請図書等の作成 

（事業認定申請図書等の作成） 

第１３６条 事業認定申請図書等の作成とは、次の各号に掲げる図書の作成をい

うものとする。 

一 事業認定申請図書の作成 

二 裁決申請図書の作成 

三 明渡裁決申立図書の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 受注者は、権利者が説明を受け付けない若しくは当該事業計画、補償内容等又

はその他の事項で意見の相違等があるため理解を得ることが困難であると判断

したときは、監督職員に報告し、指示を受けるものとする。 

 

 

第１３章 事業認定申請図書等の作成 

（事業認定申請図書等の作成） 

第１３７条 事業認定申請図書等の作成とは、次の各号に掲げる図書の作成をいう

ものとする。 

一 事業認定申請図書の作成 

二 裁決申請図書の作成 

三 明渡裁決申立図書の作成 

２ 事業認定申請図書の作成とは、土地収用法（昭和 26 年法律第 219 号。以下

｢法｣という。）第１６条に規定する事業の認定を受けることを前提として、法第

１８条の規定による事業認定申請書及び添付書類（関係機関への意見照会書類を

含む。）並びにこれに関連する参考資料を作成することをいい、次の区分による

ものとする。 

一 相談用資料作成 

起業者が事業認定庁に対する事前相談を行うための事業認定申請図書（案）

を作成するもの 

二 申請図書作成 

起業者が行う事業認定庁への事前相談の開始に伴い、相談用資料の更新、補

足等を行い事業認定申請図書（案）を作成するもの 

３ 裁決申請図書の作成とは、法第４０条に規定する裁決申請図書及びこれに関連

する参考資料を作成することをいう。 

４ 明渡裁決申立図書の作成とは、法第４７条の３に規定する明渡裁決申立図書及
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（事業認定申請図書の作成） 

第１３７条 事業認定申請図書の作成とは、土地収用法（昭和 26 年法律第 219 号。

以下この章において「法」という。）第 16 条に規定する事業の認定を受けることを

前提として、法第 18 条の規定による事業認定申請書及び添付書類（関係機関への

意見照会書類を含む。）並びにこれに関連する参考資料を作成することをいい、次

の区分によるものとする。 

一 相談用資料作成 

起業者が事業認定庁に対する事前相談を行うための事業認定申請図書（案）

を作成するもの 

二 申請図書作成 

起業者が行う事業認定庁への事前相談の開始に伴い、相談用資料の更新、補

足等を行い事業認定申請図書（案）を作成するもの 

２ 裁決申請図書の作成とは、法第４０条に規定する裁決申請図書及びこれに関

連する参考資料を作成することをいう。 

３ 明渡裁決申立図書の作成とは、法第４７条の３に規定する明渡裁決申立図書

及びこれに関連する参考資料を作成することをいう。 

 

（事業認定申請図書の作成方法） 

第１４１条 事業認定申請図書は、法第１８条及び法施行規則（昭和 26 年建設省

令第 33 号）第２条並びに第３条に定めるところに従うほか、監督職員が別途指

示するものとする。 

 

（裁決申請図書の作成方法） 

第１４５条 裁決申請図書の作成は、法第４０条に定める書類の作成をいい、主

として次の項目について行うものとする。 

びこれに関連する参考資料を作成することをいう。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事業認定申請図書の作成方法） 

第１４１条 事業認定申請図書は、法第１８条及び法施行規則（昭和 26 年建設省

令第 33 号）第２条並びに第３条に定めるところに従うほか、監督職員が別途指

示する事業認定申請書等作成要領等により作成するものとする。 

 

（裁決申請図書及び明渡裁決申立図書の作成方法） 

第１４５条 裁決申請図書の作成とは、法第４０条に定める書類の作成をいい、

主として次の項目について行うものとし、別紙「事業認定申請図書等作成業務
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一～十（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（明渡裁決申立図書の作成） 

第１４６条 明渡裁決申立図書の作成とは、法第４７条の３に定める書類の作成

をいい、主として次の項目について行うものとする。 

 

（明渡裁決申立図書の作成方法） 

第１４７条 明渡裁決申立図書の作成は、法第４７条の３に定める書類の作成を

いい、主として次の項目について行うものする。 

一 明渡裁決申立書（案） 

二 法第４７条の３第１項第１号関係書類 

三 規則第１７条の６第１号に定める書面 

四 規則第１７条の６第２号に定める書面 

五 法第３６条に定める物件調書（案） 

六 物件調書に添付する図面 

七 その他必要と認められる書面及び図面 

実施要領」により作成するものとする。 

一～十（略） 

２ 明渡裁決申立図書の作成は、法第４７条の３に定める書類の作成をいい、主

として次の項目について行うものとし、別紙「事業認定申請図書等作成業務実

施要領」により作成するものとする。 

一 明渡裁決申立書（案） 

二 法第47条の３第１項第１号関係書類 

三 規則第１７条の６第１号に定める書面 

四 規則第１７条の６第２号に定める書面 

五 法第３６条に定める物件調書（案） 

六 物件調書に添付する図面 

七 その他必要と認められる書面及び図面 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 
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第１４章 地盤変動影響調査等 

第１節 調査 

（地盤変動影響調査） 

第１４８条 「地盤変動影響調査」とは、用地調査等業務のうち山口県土木建築部

の工事の施行に起因する地盤変動により建物その他の工作物（以下「建物等」とい

う。）に損害等が生じるおそれのあると認められる場合に、工事の着手に先立ち又

は工事の施行中に行う建物等の配置及び現況の調査（以下「事前調査」という。）

並びに工事の施行に起因する地盤変動により損害等が生じた建物等の状況の調査

（以下「事後調査」という。）をいう。 

 

（調査） 

第１４９条 地盤変動影響調査は、地盤変動影響調査算定要領（平成 27 年 3 月 24

日付け 国中整用補第 64 号）により行うものとする。ただし、地盤変動影響調

査算定要領第１０条第１項の措置は、監督職員の指示により適用するものとす

る。 

２ 前項により難い場合は、監督職員の指示により必要な調査を行うものとする。 

 

（水準測量） 

第１５０条 地盤変動影響調査算定要領第９条第２項の水準測量は、事前調査及

び事後調査時において、既存の基準となる点（公共水準点並びに沈下等の恐れの

ない堅固な物件）から工事の影響を受けない箇所に任意の点を選点・設置し、そ

の点を基に対象となる建物等基礎の計測を行い、次の各号に掲げる資料を作成す

るものとする。なお、既存の基準となる点については検測し使用することとし、

任意の点の設置及び建物基礎等の計測にあたっては、往復観測するものとする。 

一 観測手簿 

二 計算簿 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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三 点の記 

四 その他必要と認められる書面及び図面 

２ 前項により難い場合は、監督職員の指示により必要な調査を行うものとする。 

 

（費用負担の要否の検討） 

第１５１条 損害等をてん補するために必要な費用負担の要否の検討は、発注者

が事前調査及び事後調査の結果を比較検討する等をして、損傷箇所の変化又は損

傷の発生が山口県土木建築部所管の公共事業に係る工事の施行によるものと認

められるものについて、建物等の全部又は一部が損傷し、又は損壊することによ

り、建物等が通常有する機能を損なっているものであるかの検討を行うものとす

る。 

２ 前項の検討結果については、速やかに監督職員に報告するものとする。 

 

第２節 算定 

（費用負担額の算定） 

第１５２条 損害等が生じた建物等の費用負担額の算定は、地盤変動影響調査算

定要領（平成 27 年 3 月 24 日付け 国中整用補第 64 号）により行うものとす

る。 

２ 前項により難い場合は、監督職員の指示により必要な費用負担額の算定を行

うものとする。 

３ 費用負担額の算定を行う場合において、別記第３６、３７号様式、第３９号

様式の１、２又は地盤変動影響調査算定要領様式第５による他、必要に応じて用

地調査等共通仕様書の規定を準用するものとする。 

 

第３節 費用負担の説明 

（費用負担の説明） 

第１５３条 費用負担の説明とは、公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 算定 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 費用負担の説明 

（新設） 
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動により生じた建物等の損害等に係る費用負担額の算定内容等（以下「費用負担

の内容等」という。）の説明を行うことをいう。 

 

（概況ヒアリング等） 

第１５４条 受注者は、費用負担の説明の実施に先立ち、監督職員から、当該事業

の計画概要、被害発生の時期、費用負担の対象となる建物等の概要、損傷の状況、

権利者ごとの費用負担の内容等、実情及びその他必要となる事項について説明を

受け、概要を把握するものとする。 

２ 受注者は、現地踏査後に費用負担の対象となる権利者等と面接し、費用負担の

説明を行うことについての協力を依頼するものとする。 

［注］前 2 節と併せて発注する場合は、「第 153 条削除」とする。 

 

（説明資料の作成等） 

第１５５条 権利者に対する説明を行うに当たっては、あらかじめ現地踏査及び

概況ヒアリング等の結果を踏まえ、監督職員の指示により、次の各号に掲げる業

務を行うものとし、これら業務が完了したときは、その内容等について監督職員

と協議するものとする。 

 一 説明対象建物及び権利者ごとの処理方針の検討 

 二 権利者ごとの費用負担の内容等の確認 

 三 権利者に対する説明用資料の作成 

［注］前 2 節と併せて発注する場合は、「現地踏査及び概況ヒアリング等の結果を

踏まえ」を削除する。 

 

（権利者に対する説明） 

第１５６条 権利者に対する説明は、次の各号により行うものとする。 

 一 ２名以上の者を一組として権利者と面接すること。 

 二 権利者と面接するときは、事前に連絡を取り、日時、場所その他必要な事項

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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について了解を得ておくこと。 

２ 権利者に対しては、前条において作成した説明用資料を基に費用負担の内容

等の理解が得られるよう十分な説明を行うものとする。 

 

（記録簿の作成） 

第１５７条 受注者は、権利者と面接し説明を行ったとき等は、その都度、説明の

内容及び権利者の主張又は質疑の内容等を説明記録簿（別記第 38 号様式）に記

載するものとする。 

 

（説明後の措置） 

第１５８条 受注者は、費用負担の説明の現状及び権利者ごとの経過等を、必要に

応じて、監督職員に報告するものとする。 

２ 受注者は、当該権利者に係わる費用負担の内容等のすべてについて権利者の

理解が得られたと判断したときは、速やかに、監督職員にその旨を報告するもの

とする。 

３ 受注者は、権利者が説明を受け付けない若しくは費用負担の内容等又はその

他事項で意見の相違等があるため理解を得ることが困難であると判断したとき

は、監督職員に報告し、指示を受けるものとする。 

 

第１５章 写真台帳の作成 

（写真台帳の作成） 

第１５９条 受注者は第６章、第７章、第９章、第１０章及び第１４章に定める調

査等と併せて、次の各号に定めるところにより、写真を撮影し、所有者ごとに写

真台帳を作成するものとする。 

  一～四（略） 

  五 第９章、第１０章及び第１４章に定める調査等と併せて行う写真の撮影は、

監督職員の指示により前各号に準じて行うものとする。 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１４章 写真台帳の作成 

（写真台帳の作成） 

第１４６条 受注者は第６章、第７章、第９章及び第１０章に定める調査等と併せ

て、次の各号に定めるところにより、写真を撮影し、所有者ごとに写真台帳を作

成するものとする。 

  一～四（略） 

  五 第９章及び第１０章に定める調査等と併せて行う写真の撮影は、監督職員の

指示により前各号に準じて行うものとする。 
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 六 第１４章に定める調査等と合わせて行う写真の撮影は、地盤変動影響調査

算定要領により行うものとする。 

２～３（略） 

 

第１６章 土地調書及び物件調書の作成 

（土地調書等の作成） 

第１６０条 受注者は、第３章、第４章、第６章及び第７章に定める業務の成果品

を基に、土地調書（別記第３４号様式）及び物件調書（別記第３５号様式）を作

成するものとする。 

 

 

 

 

 

 

  

（新設） 

 

２～３（略） 

 

第１５章 土地調書及び物件調書の作成 

（土地調書等の作成） 

第１４７条 受注者は、監督職員の指示により第３章、第４章、第６章及び第７章

に定める業務の成果品を基に、土地調書（別記第３３号様式）及び物件調書（別

記第３４号様式）を作成するものとする。 

 

第１６章 検    証 

（検証） 

第１４８条 受注者は、受注に係る業務がすべて完了したときは、各成果品につい

て十分な検証（受注者が受注に係る業務の成果品のかしを防止するため、当該成

果品を発注者に提出する前に、発注者の指示に従った成果品が完成しているかど

うかを点検及び修補することをいう。以下同じ。）を行わなければならない。こ

の場合において、成果品の検証を行った者は、第２４条第１項に定める成果品の

うち地図の転写図等は、各葉ごとに、その他については、表紙の裏面に検証を行

った者の資格及び氏名を記載するものとする。 
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